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石綿含有タルクの使用による「労働安全衛生法施行令」違反及び 

ノンアスベストタルクへの切替について 

 

 

今般、９月１３日に実施された労働基準監督署による調査にて、原料の添加物として使用

するタルク内に不純物として石綿が規制の含有率である０.１％を超えて含まれており、それ

が使用されていたことが９月１日施行の「労働安全衛生法施行令」違反として、使用禁止の

指導を受けました。 

このため、９月１３日に、即日使用を中止し、既にノンアスベストタルクへの切替を終了

いたしました。 

 

今回の指導を厳粛に受け止めますとともに、今後かかることが二度とないように再発防止

に努めてまいります。皆様には、ご迷惑をおかけしたことにつきまして深くお詫び申し上げ

ます。 

 

なお、セラミック製品については製造過程の中で、高温で焼成しており、石綿繊維は結晶

水が放出し、その性状は完全に無くなり、環境・人体への影響はありません。 
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